
 

実証機関（分野毎に原則１機関） 
・実証試験要領案の作成 

・実証対象技術の公募 

・実証対象とする技術の選定・審査 

・実証申請者等との協力による実証試験計画の策定 

・実証手数料の詳細額の設定及び徴収 

（手数料徴収体制の分野に限る） 

・実証試験計画に基づく実証試験の実施 

・実証試験結果報告書の作成         等 

 

実証運営機関 
・実証試験要領の策定又は改定 

・実証機関の公募・選定 

・各実証機関の事業実施結果に関する評価 

・本事業の普及を図るための企画・立案及び広報・普及啓発活動 

・技術分野の設定のための調査・検討 

・新規実証技術分野の設定及び既存実証技術分野の見直しに関する 

検討                          等 

環境技術実証事業運営委員会 
・事業の運営に関する以下の事項について、専門的知見に基づく検

討・助言 

 各実証機関の事業実施結果に関する評価 

 本事業の普及を図るための企画・立案及び広報・普及啓発活動 

 実証事業実施要領の改定案の作成 

 実証試験要領の策定又は改定 

 実証機関の選定 

 新規実証技術分野の設定及び既存実証技術分野の見直し 

 本実証事業のウェブサイトに係るコンテンツ作成    等 

             

技術実証検討会 
・以下の事項について、専門的知見に基づく検討・助言 

 実証試験要領案の作成又は改定 

 実証対象技術の選定 

 実証試験計画の策定 

 技術の実証（実証試験の実施等） 

 実証試験結果報告書の作成       等 

 

 
環境省 

・事業全体の方針策定及び運営管理 
・実証対象技術分野及び実証運営機関の選定 

・事業実施要領の策定・改定 

・実証試験要領及び実証試験結果報告書等の承認 

・ロゴマーク及び実証番号の管理・交付 

・ウェブサイトによる実証試験結果等の公表    等 

実証申請者（開発者、販売店等） 
・実証機関への申請 
（実証試験要領にもとづく実証申請書記入と必要書類添付） 

・実証手数料の納付（手数料徴収体制の分野に限る） 

・ロゴマーク及び実証番号の使用 

連携・協力 

（注）環境省の承認を得た上で、実施

体制の一部を変更して事業を実施す

ることもありうる。 
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